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市第95号議案 開港記念会館改修工事（建築工事）請負契約の締結 

１ 工事名 

開港記念会館改修工事（建築工事） 

２ 工事概要 

(1) 保存修理工事   一式 

(2) その他改修工事 一式 

３ 工事場所 

中区本町１丁目６番地 

４ 契約金額（税込み） 

572,000,000円 

５ 完成期限 

  令和５年 12月 28日 

６ 契約の相手方 

清水建設株式会社 

（参考） 

 

513,748,751

技術
評価点

入札金額
（税抜き:円）

評価値 結        果

1 116.0 520,000,000 22.3076 落札

2 110.0 560,000,000 19.6428

調査基準価格(税抜き:円)546,100,000

入札てんまつ（総合評価落札方式（簡易型））

清水建設株式会社

株式会社渡辺組

予定価格(税抜き:円)

入　　札　　参　　加　　業　　者

入札方式：一般競争入札（条件付）

※評価値の算出方法

入札参加者が提出した技術提案、施工計画及び施工能力等に関する資料に基づき算出した技術評価点を、入札

金額（税抜き）で除して算出。

【評価値＝（技術評価点／入札金額（税抜き））×100，000，000】 

ただし、入札金額（税抜き）が調査基準価格（税抜き）を下回る場合は、技術評価点を調査基準価格（税抜き） 

で除して算出。 

【評価値＝（技術評価点／調査基準価格（税抜き））×100，000，000】 
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市第96号議案 東部方面斎場（仮称）新築工事（火葬炉築造工事） 

請負契約の締結 

１ 工事名 

東部方面斎場（仮称）新築工事（火葬炉築造工事）

２ 工事概要 

(1) 火葬炉本体工事

火葬炉 16基 

(2) 電気・計装その他設備工事  一式 

３ 工事場所 

鶴見区大黒町 18番地の 18

４ 契約金額（税込み） 

1,210,000,000円 

５ 完成期限 

  令和８年２月 27日 

６ 契約の相手方 

株式会社宮本工業所 

（参考）

1,125,000,000

技術
評価点

入札金額
（税抜き:円）

評価値 結        果

1 109.0 1,100,000,000 9.6888 落札（低入札）

2 111.0 1,198,400,000 9.2623

3 110.0 1,600,000,000 6.8750

調査基準価格(税抜き:円)1,500,000,000

富士建設工業株式会社

入札てんまつ（総合評価落札方式（簡易型））

株式会社宮本工業所

太陽築炉工業株式会社

予定価格(税抜き:円)

入　　札　　参　　加　　業　　者

入札方式：一般競争入札（条件付）
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市第 97 号議案 末吉橋（鶴見川）架替工事（下部工）請負契約の変更 

１ 変更内容 

変更項目 変更前 変更後 

契約金額 5,824,281,800円 6,574,261,800 円 

２ 変更理由 

当初想定していなかった地中障害物があることが判明し、撤去を行うことによる増 

（参考） 

１ 工事名 

末吉橋（鶴見川）架替工事（下部工） 

２ 工事概要 

(1) 仮橋・作業構台工 一式

(2) 堤防・護岸工 一式

(3) 現橋撤去工 一式

(4) 橋りょう下部工 一式

３ 工事場所 

鶴見区上末吉五丁目 96 番の１地先から 

川崎市幸区小倉５丁目 1,687 番の３地先まで 

４ 契約金額（税込み） 

5,824,281,800 円 

５ 完成期限  

平成 41 年３月 30 日 

６ 契約の相手方  

大成・東洋建設共同企業体

平成 31 年２月 19 日原案可決 

令和元年 10 月 15 日一部変更専決 
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横浜市の工事請負契約に係る入札方式について 

１ 入 札 方 式 

⑴ 一般競争入札
発注する工事ごとに工事内容、入札参加の資格要件等を事前に公告し、広く入札参

加者を募集して入札を行う方式です。平成 18 年度から原則として全ての工事を対象と
しています。

ア 一般競争入札（政府調達協定対象工事）
ＷＴＯ（世界貿易機関）の「政府調達に関する協定」が適用される 23 億円以上（令

和２年４月から）の工事を対象とし、入札参加資格要件を満たしていると事前に確
認された者により競争入札を行う方式です。なお、協定により、入札参加事業者

の所在地の指定はできないとされています。
イ 一般競争入札（条件付）

政府調達協定対象以外の工事で、「所在地区分」や「施工実績」等の入札参加資格
要件を設定し、入札を行った後、原則当該入札において最低額を提示した者に対し

て入札参加資格の確認を行う方式です。なお、この方式では、所在地の指定が可能
なため、市内事業者を優先して発注しています。

⑵ 指名競争入札
競争入札有資格者名簿に登載されている者の中から、発注する工事ごとに、選定基

準を満たしている者を指名し、その者により競争入札を行う方式です。対象は専門性
の高い工事などに限定しています。

２ 落札者の決定 

入札においては、原則、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者を落札者
としますが、例外として、最低の価格を提示した者以外を落札者とする制度があります。 
⑴ 最低制限価格制度

予定価格の 10分の 9.5から 10分の 7.5の範囲であらかじめ設定した最低制限価格

を下回る金額で入札を行った者を失格として落札者とせず、予定価格と最低制限価格
の範囲内で最低の価格を提示した者を落札者とする制度です。 

⑵ 低入札価格調査制度（政府調達協定対象及び総合評価落札方式（※１）に適用）
予定価格の 10 分の 9.5から 10 分の 7.5 の範囲であらかじめ設定した調査基準価格

を下回る金額で入札を行った者について失格基準(※２)の確認やヒアリング等の調
査を行い、契約の内容に適合した履行が可能であると確認できた場合には、当該入札

者を落札者とし、履行がされないおそれがある場合には、落札者としない制度です。 

※１ 総合評価落札方式

価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式です。（入札参加者が提

出した技術提案、施工計画及び施工能力等に関する資料に基づき算出した技術評価点を、入札

価格で除した数値（評価値）の最も高い値の者を落札者とする。）

本市においては、技術提案を求める「標準型」、技術提案の代わりに簡易な施工計画を求める

「簡易型」、簡易な施工計画を求めず過去の工事成績等により評価を行う「特別簡易型」の３種

類を実施しています。

また、平成 26 年度から工事目的物の性能、機能及び施工技術等に係る提案を求める「高度技

術提案型」を試行しています。

※２ 失格基準

入札者が提出した内訳書の金額と本市の積算をもとに算出した金額を比較し、入札者が提

出した金額が下回った場合は，契約の内容に適合した施工がなされない恐れがあると判断し

失格とする基準。（横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱第３条第２項）

参考 
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